
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証 実施要領 

 

１目的 より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできる

ケアプランの作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけでな

く、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討

を促す。 

 

２対象 森町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護

支援等の人員及び運営に関する基準を定める条例第１５条第２０号の２の

規定により、居宅介護支援事業所ごとに見て、 

① 区分支給限度基準額の利用割合が７割以上かつ 

② その利用サービスの６割以上が「訪問介護サービス」 

となる事業所において、令和３年１０月１日以降に作成または変更したケア

プラン 

 

３実施方法（１）国民健康保険団体連合会からの帳票（支給限度額一定割合超支援 

事業所における対象サービス利用一覧表（総括表、明細表））を受

領する。 

（２）(１)の帳簿より最も訪問介護サービスの利用割合が高いものなど 

   で介護度別に１件ずつ以上を抽出する。 

   （特定の介護度に該当する利用者がいない場合は、必要に応じて他

の介護度で２件以上抽出する。） 

（３）（２）の対象のケアプラン一式を該当する居宅介護支援事業所へ届  

出依頼する。 

（４）後日、介護支援専門員と面談し、ケアプランについて内容の確認 

する。 

（５）町の「地域包括ケア会議」で届出のあったケアプランについて議論

し、検証する。 

       （会議にかける件数については、ケアプランの内容により、類似する

ものなどは、係内で協議し、決定することとする。） 

     （６）会議にかけた検証結果については、該当する居宅介護支援事業所へ 

        介護保険係より報告し、見直しが必要であるケアプランについては、 

        再検討を行ってもらう。また事業所内で同様・類似の内容で作成し

ているケアプランの内容についても再検討を行ってもらう。 

 

４提出書類（※ケアプラン一式 写し） 

（１）居宅サービス計画書 第１表～第７表 

（２）基本情報（フェイスシート） 

（３）課題分析表（アセスメントシート）  


